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年金数理（問題） 
 

本問題においては、各設問で特に断らない限り以下のとおりとする。 

１．｢Trowbridge モデル｣とは、定年退職者に対して毎年 1 の年金を、退職時より終身にわたり年 1 回期

初に支給する年金制度をいう。 

２．｢加入年齢方式｣とは、加入年齢を特定して算出された標準保険料を在職中の被保険者全員に適用す

る財政方式（特定年齢方式）をいう。 

３．｢責任準備金｣とは、給付現価から標準保険料収入現価を控除した額をいい、｢未積立債務｣とは、責

任準備金から積立金を控除した額をいう。 

４．予定利率は正値を取るものとする。 

 

問題１から１５までは、それぞれの選択肢から、設問の答えとして正しいものを選んで、その記号を解答

用紙の所定欄に記入せよ。問題１６から２０までは、それぞれの指示にしたがって、解答用紙の所定欄に解

答を記せ。 

 

問題１．以下の関係式のうち、正しいものを全て選択した組み合わせとして最も適切なものは次のいず

れか。（４点） 

 

①  𝐼𝑎̈௡|തതത =  ቀ1 +
ଵ

௜
ቁ 𝑎̈௡|തതത −

௡௩೙

௜
  

② (𝐷𝑎̈)௫:௡|തതത =  
௡ ேೣ ି (ௌೣିௌೣశ೙)

஽ೣ
 

③ 𝑎̈௫|௬ =  𝑎̈௫௬ − 𝑎̈௫ 

 

(A) ① (B) ② (C) ③ (D) ①と② 
 

(E) ①と③ (F) ②と③ (G) ①と②と③ (H) いずれにも該当しない  

 

問題２．生存脱退と死亡脱退を脱退事由とする二重脱退残存表を考える。この二重脱退残存表において、

生存脱退率𝑞௫
(௪)

は全年齢で 0.05、死亡脱退数𝑑௫
(ௗ)

は残存者数𝑙௫
(்)

を基に 40 歳以上で𝑘 ∙ 𝑙ସ଴
(்) と定めら

れている。𝑙ఠ
(்)

= 0となる最小の年齢𝜔は 84 歳である。このとき、𝑘の値として最も近いものは次の

いずれか。必要であれば、0.95ସସ = 0.10467を使用しなさい。（４点） 

 

(A) 0.001 (B) 0.002 (C) 0.003 (D) 0.004 
 

(E) 0.005 (F) 0.006 (G) 0.007 (H) 0.008  

  

2025 年 10 月 1 日 
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問題３．𝑎ത௫௬௭തതതതതに最も近いものは次のいずれか。なお、利力は 0.1、(𝑥)の死力は 0.2、 (𝑦)の死力は 0.3、 (𝑧)

の死力は 0.4 とする。（４点） 

 

(A) 2.23 (B) 2.30 (C) 4.49 (D) 4.60 
 

(E) 8.84 (F) 8.95 (G) 13.18 (H) 13.29  

   

問題４．年 1 回期初払い 60 歳支給開始の年金額 1 の終身年金があり、60 歳支給開始前に給付対象者が

死亡した場合は死亡の翌期初から遺族に年金額 0.8 の 15 年確定年金を支給し、60 歳支給開始後 15

年以内に受給権者が死亡した場合は死亡の翌期初から遺族に年金額 0.6 の 15 年確定年金を支給す

る。なお、60 歳到達前までに生存脱退した場合には、給付はないものとする。期初 55 歳時点の年

金現価に最も近いものは次のいずれか。計算にあたっては、以下の【諸数値】を使用しなさい。（４

点） 

 

【諸数値】 

・ 予定利率：2.0% 

・ 15 年確定年金現価率（予定利率：2.0%）：13.10625 

・ 基数表（予定利率：2.0%） 

年齢 𝐷௫ 𝑁௫ 𝐶௫ (※) 𝑀௫ (※) 

55 歳 7,268 112,977 54 3,524 

60 歳 4,864 81,791 52 3,260 

75 歳 2,616 24,342 113 2,139 

 (※)上表の𝐶௫および𝑀௫は、死亡脱退にかかるものとする。 

 

(A) 12.6 (B) 12.8 (C) 13.0 (D) 13.2 
 

(E) 13.4 (F) 13.6 (G) 13.8 (H) 14.0  

 

問題５．𝑥歳における静態的昇給率𝑅௫および動態的昇給率𝑅௫
ᇱ がそれぞれ次のとおり定められているもの

とする。ただし、ベース・アップ等の要因による昇給率を𝑟とする。 

𝑅௫ =
(ଵା௞)(௫ାଵ)∙௙(௫ାଵ)

௫∙௙(௫)
− 1  ただし、 𝑓(𝑥) = ൜

25 (20 ≤ 𝑥 < 30)
45 (30 ≤ 𝑥 ≤ 60)

 

𝑅௫
ᇱ = (1 + 𝑅௫)(1 + 𝑟) − 1  

いま、経済環境の変化により𝑟 = 2.5%となった。この状況で、給与が 240,000 円である 22 歳の被

保険者について 38 歳時点の給与を動態的昇給率に基づいて予測したところ 580,000 円となった。こ

の場合、𝑘の値に最も近いものは次のいずれか。（４点） 

 

(A) − 0.045 (B) − 0.040 (C) − 0.035 (D) − 0.030 
 

(E) − 0.025 (F) − 0.020 (G) − 0.015 (H) − 0.010  
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問題６．ある年金制度において、初期の未積立債務𝑃𝑆𝐿଴を弾力償却により償却することとした。具体的

には特別保険料を年 1 回期初払いとし、毎年度の特別保険料を𝑃𝑆𝐿଴/𝑎̈ଵ଴|തതതതത 以上 𝑃𝑆𝐿଴/𝑎̈ହ|ഥ   以下の範

囲で各期初に決定し拠出することした。償却開始の初年度を第 1 年度とすると、第 3 年度までは最

小額の特別保険料を拠出し、第 4 年度は最大額の特別保険料を拠出した。第 5 年度以降は毎年度の

特別保険料を𝑃𝑆𝐿଴/𝑋とし、第 7 年度の拠出によりちょうど償却を完了した。このとき、𝑋の値に最

も近いものは次のいずれか。なお、予定利率は 2.0%とし、償却期間中に差損益の発生はないものと

する。また、必要であれば、以下の【諸数値】を使用しなさい。（４点） 

 

【諸数値】 

𝑛 𝑎̈௡|തതത 𝑛 𝑎̈௡|തതത 

1 1.00000 6 5.71346 

2 1.98039 7 6.60143 

3 2.94156 8 7.47199 

4 3.88388 9 8.32548 

5 4.80773 10 9.16224 

 

(A) 5.5 (B) 5.6 (C) 5.7 (D) 5.8 
 

(E) 5.9 (F) 6.0 (G) 6.1 (H) 6.2  

 

問題７．Trowbridge モデルの年金制度（保険料は年 1 回期初払い）が定常状態にあるとする（積立金

𝐹、保険料𝐶、予定利率𝑖）。𝑋年度において運用環境が悪化したため、運用利回りが𝑗(< 𝑖)となっ

た。そこで、𝑋 + 1年度以降、𝐶 + 𝛼𝐹を保険料として拠出することとしたところ、𝑋 + 𝑚年度末の

積立金が𝐹以上になったとした場合、𝑚が満たす 条件として最も適切なものは次のいずれか。な

お、𝑋 + 1年度以降の運用利回りは𝑖とする。（４点） 

 

(A) m ≥ 1 + 𝑙𝑜𝑔
1+𝑖

𝛼(1 + 𝑖)

(1 + 𝑗)𝑖 + (1 + 𝑖)𝛼𝑖
 

 
(B) m ≥  1 + 𝑙𝑜𝑔

1+𝑖

𝛼(1 + 𝑖)

(1 + 𝑗)𝑖 + (1 + 𝑖)(𝛼 − 𝑖 + 𝛼𝑖)
 

(C) m ≥ 1 + 𝑙𝑜𝑔
1+𝑖

𝛼(1 + 𝑗)

(1 + 𝑗)𝑖 + (1 + 𝑖)𝛼𝑖
 (D) m ≥ 1 + 𝑙𝑜𝑔

1+𝑖

𝛼(1 + 𝑗)

(1 + 𝑗)𝑖 + (1 + 𝑖)(𝛼 − 𝑖 + 𝛼𝑖)
 

(E) m ≥ 2 + 𝑙𝑜𝑔
1+𝑖

𝛼(1 + 𝑖)

(1 + 𝑗)𝑖 + (1 + 𝑖)𝛼𝑖
 (F) 𝑚 ≥ 2 + 𝑙𝑜𝑔

1+𝑖

𝛼(1 + 𝑖)

(1 + 𝑗)𝑖 + (1 + 𝑖)(𝛼 − 𝑖 + 𝛼𝑖)
 

(G) m ≥ 2 + 𝑙𝑜𝑔
1+𝑖

𝛼(1 + 𝑗)

(1 + 𝑗)𝑖 + (1 + 𝑖)𝛼𝑖
 (H) m ≥ 2 + 𝑙𝑜𝑔

1+𝑖

𝛼(1 + 𝑗)

(1 + 𝑗)𝑖 + (1 + 𝑖)(𝛼 − 𝑖 + 𝛼𝑖)
 

 

  



年金数理････････4 

問題８．極限方程式𝐶 +
௜ி

ଵା௜
= 𝐵（積立金𝐹、保険料𝐶、予定利率𝑖、給付額𝐵）が成立している年金制度に

おいて、ある年度初に一律(1 + 𝑘)倍(𝑘 > 0)の給与改定が行われ保険料が(1 + 𝑘)𝐶となったが、その

年度の給付は𝐵のままで運用利回りも𝑖のままであった。翌年度において、保険料が(1 + 𝑘)𝐶、給付

が(1 + 2𝑘)𝐵、運用利回りが𝑖となり、年度末の積立金が𝐹に戻ったという。このときの𝑖、𝐵および𝐶

の関係は次のいずれか。なお、保険料の払い込みおよび給付の支払いは年 1 回期初払いとする。（４

点） 

 

(A)  (1 +
𝑖

2
)𝐶 = 𝐵           (B)  (1 +

2𝑖

3
)𝐶 = 𝐵              (C)  (1 +

𝑖ଶ

2
)𝐶 = 𝐵 

(D) (1 +
2𝑖ଶ

3
)𝐶 = 𝐵            (E)  (1 +

𝑖

2(1 + 𝑖)
)𝐶 = 𝐵      (F) ൬1 +

2𝑖

3(1 + 𝑖)
൰ 𝐶 = 𝐵 

(G) (1 +
𝑖ଶ

2(1 + 𝑖)
)𝐶 = 𝐵  (H) (1 +

2𝑖ଶ

3(1 + 𝑖)
)𝐶 = 𝐵 

 

問題９．ある年金制度が発足するにあたり、財政方式の異なる保険料率や責任準備金について以下の

【前提】を満たす。なお、当該制度発足時には受給権者は存在せず、積立金はないものとし、発

足時の被保険者については過去勤務期間を通算して給付を行うものとする。 このとき、加入年齢

方式の標準保険料率 𝑃ா として最も近いものは次のいずれか。（４点） 

 

【前提】 

・ 閉鎖型総合保険料方式の保険料率 𝑃஼ は到達年齢方式の標準保険料率 𝑃஺ のちょうど 3 倍 

・ 加入年齢方式による責任準備金 𝑉ா は単位積立方式による責任準備金 𝑉௎ よりも 12.5%大きい 

・ 到達年齢方式の標準保険料率 𝑃஺ = 0.20 

 

(A) 0.11 (B) 0.12 (C) 0.13 (D) 0.14 

(E) 0.15 (F) 0.16 (G) 0.17 (H) 0.18 

 

 

  



年金数理････････5 

問題１０．年金制度Ａおよび年金制度Ｂがあり、両制度の予定利率および標準保険料率は一致してい

るものとする。このとき、予定利率の値に最も近いものは次のいずれか。（４点） 

 

【前提】 

・ 年金制度Ａと年金制度Ｂの前提は、特段の記載がない限り共通とする 

・ 財政方式：加入年齢方式 

・ 加入年齢：55 歳 

・ 定年年齢：60 歳（年齢到達の年度末に脱退） 

・ 給付：定年退職時のみ支給し、10 年確定年金（給付利率 2.0%）を定年退職の翌年度期初から支

給開始する 

・ 年金制度 A の定年退職時点における年金原資：退職時給与×1 

・ 年金制度 B の定年退職時点における年金原資：退職時給与×1.04 

・ 期初の標準保険料：給与×標準保険料率 

・ 定年到達前の生存脱退率および死亡脱退率：0% 

・ 定年退職時の給与：59 歳期初の給与と同額 

・ 新規加入、昇給、保険料の払い込みおよび給付の支払いは年度初に発生し、その順は「新規加

入→昇給→保険料の払い込み→給付の支払い」とする 

・ 期初年齢における昇給後の給与：下表のとおり 

年齢 55 56 57 58 59 

年金制度Ａ  100 100 100 100 105 

年金制度Ｂ  100 100 100 100 100 

 

【諸数値】 

・ 𝑣 =
ଵ

ଵା௜
とする 

予定利率𝑖 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.0% 2.2% 2.4% 

𝑣ସ 0.96098 0.95341 0.94591 0.93848 0.93113 0.92385 0.91663 0.90949 

𝑣ହ 0.95147 0.94210 0.93285 0.92370 0.91466 0.90573 0.89690 0.88818 

𝑎̈ହ|ഥ  4.90197 4.88282 4.86383 4.84498 4.82628 4.80773 4.78932 4.77105 

𝑎̈ଵ଴|തതതതത 9.56602 9.48293 9.40103 9.32029 9.24070 9.16224 9.08488 9.00860 

 

(A) 1.0% (B) 1.2% (C) 1.4% (D) 1.6% 

(E) 1.8% (F) 2.0% (G) 2.2% (H) 2.4% 
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問題１１．定年（60 歳）脱退時に一時金を即時に支給する制度を実施している企業が、この度、年金支

給のオプションを追加する制度変更を予定している。給付現価の計算上の予定利率を 1.50%とした

とき、以下に記載の給付利率および想定選択率（※）を前提とした場合の定年脱退時の給付現価に

ついて、(A)～(H)の中で、2 番目に大きい給付現価となるものはいずれか。 

なお、年金は脱退時から年 1 回期初払いで支給され、𝑛年確定年金の年金額は、「脱退時の一時金

額÷給付利率を予定利率とした𝑛年確定年金現価率」で計算されるものとし、𝑚年保証期間付終身年

金の年金額は、「脱退時の一時金額÷給付利率を予定利率とした𝑚年確定年金現価率」で計算される

ものとする。また、必要であれば、以下の【諸数値】を使用しなさい。（４点） 

 

  【諸数値】 

 予定利率 1.50% 予定利率 2.50% 

 𝐷௫ 𝑁௫ 𝐷௫ 𝑁௫ 

𝑥 = 60 384,042 7,970,407 213,260 3,925,046 

𝑥 = 70 301,182 4,496,391 151,629 2,074,900 

𝑥 = 80 203,574 1,906,329 92,917 822,971 

 

 予定利率 1.50% 予定利率 2.50% 

𝑎̈ଵ଴  9.36052 8.97087 

𝑎̈ଶ଴  17.42617 15.97889 

 

 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) 

給付利率 － 1.50% 1.50% 1.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 

想
定
選
択
率
䥹
※
䥺 

一時金 100% 30% 70% 30% 30% 30% 70% 30% 

10 年確定年金  35%   70%    

20 年確定年金  35%    70%   

10 年保証期間

付終身年金 
  30%    30%  

20 年保証期間

付終身年金 
   70%    70% 

（※）想定選択率とは、例えば(B)の場合、定年脱退者𝑋人に対して、𝑋 × 30%の人が一時金を、

𝑋 × 35%の人が 10 年確定年金を、𝑋 × 35%の人が 20 年確定年金を選択することを想定し

ているものとする。 
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問題１２．ある最終給与比例制、加入年齢方式の年金制度で、𝑛年度末と𝑛 + 1年度末の貸借対照表、

𝑛 + 1年度の損益計算書、および𝑛 + 1年度の未積立債務変動要因分析が以下のとおりであった。

𝑛 + 1年度末の給付の支払い後に、給与が一律(1 + 𝛼)倍のベース・アップが実施されており、𝛼が

予定利率と同率であった場合、𝑛 + 1年度の運用利回り𝛽に対する𝛼の値(𝛼/𝛽)として最も近いもの

は次のいずれか。なお、年金受給権者は存在せず、保険料の払い込みは年 1 回期初払い、給付の

支払いは年 1 回期末払いとする。また、責任準備金の計算において動態的昇給率は織り込んでい

ないため、ベース・アップ後の責任準備金とベース・アップ前の責任準備金との差額を「ベー

ス・アップによる差損益」としている。（４点） 

 

【𝑛年度末貸借対照表】 

積立金 6,500 責任準備金 7,400 

未積立債務 900   

 

【𝑛 + 1年度末貸借対照表】 

積立金 6,945 責任準備金 7,650 

未積立債務 705   

 

【𝑛 + 1年度損益計算書】 

給付金 300 標準保険料 250 

𝑛 + 1年度末責任準備金 7,650 特別保険料 150 

未積立債務減少 195 運用収益 ？ 

  𝑛年度末責任準備金 7,400 

 

【𝑛 + 1年度未積立債務変動要因分析】 

未積立債務期初残高 900 

未積立債務期初残高にかかる利息相当額 𝑎 

運用利差益 −𝑏 

責任準備金にかかる発生不足金 𝑐 − 3 

（ベース・アップによる差損益） (𝑐) 

（脱退差） (−3) 

その他（特別保険料収入等） −𝑑 

未積立債務期末残高 705 

 

(A) 0.4 (B) 0.5 (C) 0.6 (D) 0.7 

(E) 0.8 (F) 0.9 (G) 1.0 (H) 1.1 
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問題１３．中途脱退者および定年退職者に対して脱退時に「脱退時のポイント累計×ポイント単価×退

職時に応じた乗率」の一時金を支払う制度を考える。以下の【前提】のとき、標準保険料率に最

も近いものは次のいずれか。（４点）  

 

【前提】 

・ この制度は定常状態に達しているものとする 

・ 財政方式：加入年齢方式 

・ 加入年齢：55 歳 

・ 定年年齢：60 歳 

・ 予定利率：3.0% 

・ 退職時に応じた乗率：定年前退職時は 0.5、定年退職時は 1.0 

・ ポイント単価：10,000 円 

・ 標準保険料の払い込み：「単年度ポイント×ポイント単価」比例 

・ 昇給、新規加入および保険料の払い込みは年 1 回期初に発生し、その順は「昇給→新規加入→ 

保険料の払い込み」とする 

・ 脱退および給付の支払いは年 1 回期末に発生し、その順は「脱退→当該脱退者への給付の支払

い」とする 

・ 期初に 59 歳の被保険者は期末に定年年齢到達により脱退する 

・ 予定脱退率（脱退には加入中の死亡を含む）および単年度ポイント 

年齢 予定脱退率 単年度ポイント 

55 0.2 10 

56 0.1 20 

57 0.1 30 

58 0.0 40 

59 — 50 

 

(A) 73.0% (B) 77.1% (C) 81.2% (D) 85.3% 

(E) 89.4% (F) 93.5% (G) 97.6% (H) 101.7% 
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問題１４．定年退職者に対して定年時給与に比例した終身年金を支払うある年金制度を考える。この年

金制度において𝑛年度末に財政再計算を行った。以下の【前提】のとき、この年金制度全体の財政再

計算後の責任準備金に最も近いものは次のいずれか。なお、計算過程において標準保険料率に小数

第 4 位以下の端数が生じた場合、小数第 4 位を四捨五入しなさい。また、必要であれば、1.02ସ଴ =

2.20804、1.03ସ଴ = 3.26204を使用しなさい。（４点） 

 

【前提】 

・ 財政方式：加入年齢方式 

・ 加入年齢：20 歳 

・ 定年年齢：60 歳 

・ 予定利率：2.0% 

・ 𝑛年度末財政再計算時点では定常人口であるものとする 

・ 予定脱退率は過去から定年年齢以外の全ての年齢で1 −
ଵ

ଵ.଴ଷ
（脱退には加入中の死亡を含む）で

あり、実績も予定どおり推移している 

・ 予定昇給率は過去から定年年齢以外の全ての年齢で 3.0%であり、実績も予定どおり推移してい

る 

・ 新規加入者の加入時給与総額（新規加入者の全員分）の見込みは過去から 100,000 であり、実績

も見込みどおり推移している 

・ 標準保険料、特別保険料の払い込みは給与比例である 

・ 脱退、昇給、新規加入、保険料の払い込みは年度初に発生し、その順は「脱退→昇給→新規加

入→保険料の払い込み」とする 

・ 𝑛年度末財政再計算後に、加入年齢で加入する新規加入者の加入時の給付現価（新規加入者の全

員分）は 50,488 である 

 

(A) 1,800,000 (B) 1,900,000 (C) 2,000,000 (D) 2,100,000  

(E) 2,200,000 (F) 2,300,000 (G) 2,400,000 (H) 2,500,000  
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問題１５．定年退職者に対して年金額 1 の 10 年保証期間付終身年金（年 1 回期初払い）を支給する年

金制度について、（X + 1）年度の期初で定年年齢を 60 歳から 65 歳に変更した。なお、期初に年金

受給権者への給付内容は変更せず、その他の前提も変更しない。このとき、本制度変更で発生す

る責任準備金の減少額に最も近いものは次のいずれか。なお、計算過程において被保険者 1 人あ

たりの保険料に小数第 4 位以下の端数が生じた場合、小数第 4 位を四捨五入しなさい。計算にあ

たっては、以下の【諸数値】を使用しなさい。（４点） 

 

【前提】 

・ 財政方式：加入年齢方式 

・ 加入年齢：20 歳 

・ 予定利率：2.0% 

・ 予定死亡率：被保険者、年金受給権者ともに、65 歳以下のすべての年齢で 2.0% 

・ 中途退職による脱退：年 1 回期央に死亡脱退のみ発生し、生存脱退は発生しない 

・ 定年退職による脱退：年 1 回期末に発生 

・ 期初に「定年年齢－1」歳の被保険者は、期央の中途退職と期末の定年退職により脱退する 

・ 新規加入および保険料の払い込みは年 1 回期初に発生し、その順は「新規加入→保険料の払い

込み」とする。なお、保険料の払い込みは加入年齢から「定年年齢－1」歳まで発生する 

 

【諸数値】 

・ 𝑥歳支給開始で年 1 回期初払いの終身年金現価率𝑎̈௫および 10 年有期年金現価率𝑎̈௫:ଵ଴|തതതതതは【表１】

のとおりとする 

・ 制度変更前後の諸数値（X年度の定年退職による脱退後、X + 1年度の新規加入前かつ給付の支

払い前）は【表２】のとおりとする 

・ 𝑎̈ଵ଴|തതതതത = 9.16224、0.98ସ଴ ＝0.44570、0.98ସହ ＝0.40288、1.02ସ଴ ＝2.20804、1.02ସହ ＝2.43785 

【表１】 

年齢（𝑥） 𝑎̈௫ 𝑎̈௫:ଵ଴|തതതതത 

60 13.17352 8.26443 

65 10.44400 7.27990 

【表２】 

項目 制度変更前 制度変更後 

𝑆௣ 年金受給権者の給付現価 200 200 

𝑆௔ 在職中の被保険者の給付現価 400 ？ 

𝐺௔ 在職中の被保険者の人数現価 2,000 2,560 

 

(A) 4 (B) 19 (C) 34 (D) 49  

(E) 64 (F) 79 (G) 94 (H) 109  
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問題１６．以下の空欄に当てはまる適切な式または数値を解答用紙の所定の欄に記入せよ。なお、番

号の異なる空欄に同じ式または数値が当てはまることもあるものとする。（８点） 

 

Trowbridge モデルの年金制度（保険料は年 1 回期初払い）において、開放基金方式の保険料と単

位積立方式の保険料の関係について考察する。開放基金方式の一人あたりの保険料 𝑃ை஺ே は、次の

ように表される。 

𝑃ை஺ே = ቌ ෍
  ①  

𝑥௥ − 𝑥௘
∙

𝐷௫ೝ
𝑎̈௫ೝ

𝐷௫
∙   ②  

௫ೝିଵ

௫ୀ௫೐

+   ③   ∙  
𝐷௫ೝ

𝑎̈௫ೝ

𝐷௫೐

∙ 𝑙௫೐
 ቍ

÷ ቌ ෍
𝑁௫ − 𝑁௫ೝ

𝐷௫
∙   ②  

௫ೝିଵ

௫ୀ௫೐

+   ③   ∙  
𝑁௫೐

− 𝑁௫ೝ

𝐷௫೐

∙ 𝑙௫೐
ቍ 

・・・（＊） 

ここで、単位積立方式において、𝑥歳の一人の被保険者の保険料 𝑃௫
௎ は、 

𝑃௫
௎ =

  ④  

𝑥௥ − 𝑥௘
∙

𝐷௫ೝ
𝑎̈௫ೝ

𝐷௫
 

である。また、 𝑃௫
஺ を以下のとおり定義する。 

𝑃௫
஺ =

  ①  

𝑥௥ − 𝑥௘
∙

𝐷௫ೝ
𝑎̈௫ೝ

𝑁௫ − 𝑁௫ೝ

 

これらより、 

𝑃௫
஺ = ෍ 𝑃௎

௬ ∙   ⑤  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫

÷ ෍ 𝐷௬

௫ೝିଵ

௬ୀ௫

 

と表すことができる。ここで、（＊）の式の分子は、 𝑃௫
஺ と 𝑃௫

௎ を用いると、 

෍
  ①  

𝑥௥ − 𝑥௘
∙

𝐷௫ೝ
𝑎̈௫ೝ

𝐷௫
∙   ②  

௫ೝିଵ

௫ୀ௫೐

+   ③   ∙
𝐷௫ೝ

𝑎̈௫ೝ

𝐷௫೐

∙ 𝑙௫೐
 

= ෍ 𝑃஺
௫ ∙ ൫𝑁௫ − 𝑁௫ೝ

൯ ∙
1

𝐷௫
∙   ②  

௫ೝିଵ

௫ୀ௫೐

+   ③   ∙ 𝑃஺
௫೐

∙ ൫𝑁௫೐
− 𝑁௫ೝ

൯
1

𝐷௫೐

∙ 𝑙௫೐
 

= ෍ ቌ ෍ 𝑃௎
௬ ∙   ⑤  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫

÷ ෍ 𝐷௬

௫ೝିଵ

௬ୀ௫

×
𝑁௫ − 𝑁௫ೝ

𝐷௫
∙   ②  ቍ

௫ೝିଵ

௫ୀ௫೐

+   ③   ∙ ෍ 𝑃௎
௬ ∙   ⑤  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫೐

÷ ෍ 𝐷௬

௫ೝିଵ

௬ୀ௫೐

×
𝑁௫೐

− 𝑁௫ೝ

𝐷௫೐

∙ 𝑙௫೐
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= ෍ ቌ ෍ 𝑃௎
௬ ∙   ⑤  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫

×
1

𝑣௫
ቍ

௫ೝିଵ

௫ୀ௫೐

+  ③   ∙ ෍ 𝑃௎
௬ ∙   ⑤  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫೐

×
1

𝑣௫೐
 

= ෍ 𝑃௎
௬ ∙   ⑤  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫೐

∙   ⑥   ∙   ⑦   

= ෍ 𝑃௎
௬ ∙   ⑧  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫೐

∙   ⑦   

となる。また、（＊）の式の分母も同様の式展開で、 

෍
𝑁௫ − 𝑁௫ೝ

𝐷௫
∙   ②  

௫ೝିଵ

௫ୀ௫೐

+   ③   ∙
𝑁௫೐

− 𝑁௫ೝ

𝐷௫೐

∙ 𝑙௫೐
 

= ෍   ⑧  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫೐

∙   ⑦   

となる。これらから、 

𝑃ை஺ே = ෍ 𝑃௎
௬ ∙   ⑧  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫೐

÷ ෍   ⑧  

௫ೝିଵ

௬ୀ௫೐

 

と表されることから、 𝑃ை஺ே は 𝑃௎ の加重平均値で表されることが分かる。 
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問題１７．Ａ社およびＢ社が共同で実施している年金制度（以下、分割前制度）について、年金制度を

分割し、Ａ社とＢ社が別々の年金制度を実施することになった。このとき、以下の空欄に当てはま

る適切な数値を解答用紙の所定の欄に記入せよ。なお、保険料率の計算結果にパーセント単位で小

数第 2 位以下の端数が生じた場合、小数第 2 位を四捨五入することとし、責任準備金の計算におい

ても端数処理後の保険料率を使用すること。また、①、②、④の計算結果に百万円未満の端数が生

じた場合、百万円未満を四捨五入した数値とすること。（８点） 

 

【前提】 

・ Ａ社の被保険者および年金受給権者の規模（被保険者の総人数・総給与）はＢ社の 4 倍 

・ Ａ社とＢ社の被保険者および年金受給権者の年齢構成、加入期間構成、年齢別給与構成は互い

に等しい（すなわち、Ａ社とＢ社は規模が異なるだけで被保険者および年金受給権者の構成割

合は等しい） 

・ 分割前においてＡ社、Ｂ社の年金受給権者であった者は、すべて分割後のＡ社の年金制度へ移

るものとする 

・ 分割後のＡ社、Ｂ社の年金制度はともに分割前制度の計算基礎率を使用する 

・ 分割前制度の積立金は、まず、年金受給権者の給付現価と同額を分割後のＡ社の年金制度に配

分し、次に、残った積立金を分割前制度のＡ社の被保険者にかかる責任準備金（※）と、Ｂ社

の被保険者にかかる責任準備金（※）の比で按分し、それぞれ分割後のＡ社およびＢ社の年金

制度に配分する 

※按分に使用する責任準備金は、年金受給権者にかかる給付現価は含まないものとし、また、

責任準備金の計算に用いる標準保険料率は「分割前の諸数値等」に記載の数値に基づき算出

される数値を使用するものとする 

・ 保険料は給与比例、給付は最終給与比例であり、保険料の払い込みおよび給付の支払いは年 1

回期初に行われる 

・ Ａ社、Ｂ社ともに未積立債務を総給与の一定割合で償却（元利均等償却）するものとし、償却

期間は 10 年とする 

・ 分割前制度および分割後のＡ社の年金制度は開放基金方式で運営し、分割後のＢ社の年金制度

は加入年齢方式で運営する 
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【分割前制度の諸数値等】 

項目 数値 

𝑆௉ 年金受給権者の給付現価 300 百万円 

𝑆ிௌ
௔  在職中の被保険者の将来の加入期間に対応する給付現価 840 百万円 

𝑆௉ௌ
௔  在職中の被保険者の過去の加入期間に対応する給付現価 900 百万円 

𝑆௙ 将来加入が見込まれる被保険者の給付現価 600 百万円 

𝐺௔ 在職中の被保険者の給与現価 25,000 百万円 

𝐺௙ 将来加入が見込まれる被保険者の給与現価 20,000 百万円 

𝐹 積立金 1,450 百万円 

∑ 𝐿𝐵 給与総額 400 百万円 

𝑎̈ଵ଴  10 年の期初払い年金現価率 8.97087 

 

（１）積立金の按分に使用する分割前制度のＡ社の被保険者にかかる責任準備金（※）は ① 

百万円、Ｂ社の被保険者にかかる責任準備金（※）は ② 百万円である。 

※前提に記載の通り、年金受給権者にかかる給付現価は含まないものとする。 

（２）分割後のＡ社の標準保険料率は ③ %である。また、分割後のＢ社に配分される積立金

は、 ④ 百万円である。 

（３）分割後のＡ社の年金制度において、給与を一律(1 +
ఈ

ଵ଴଴
)倍することを検討している。𝛼を整

数とするとき、特別保険料率が標準保険料率を上回らない最大の整数𝛼は ⑤ である。ま

た、このときの標準保険料率は ⑥ %となる。 

（４）分割後のＢ社の年金制度において、給付を一律(1 +
ఉ

ଵ଴଴
)倍することを検討している。𝛽を整

数とするとき、特別保険料が発生しない最大の整数𝛽は ⑦ であり、特別保険料率が標準

保険料率を上回らない最大の整数𝛽は ⑧ である。 
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問題１８．定常状態にある Trowbridge モデルの年金制度（保険料は年 1 回期初払い）において 1 年間

の財政運営が行われた場合の責任準備金と積立金の推移について考える。 

ここで、「1 年間の責任準備金の推移」および「1 年間の積立金の推移」とはそれぞれ「期初

（新規加入者が加入した直後、かつ、保険料の払い込みおよび給付の支払いが発生する直前の時

点）から期末（次のそれらが起こる直前の時点）までの 1 年間において予定通りの財政運営に基

づく推移」とし、「1 年間の責任準備金の変動額」および「1 年間の積立金の変動額」とはそれぞ

れ「1 年間の推移による増減額」とし、「損益」とは「1 年間の積立金の変動額－1 年間の責任準備

金の変動額」とする。 

また、財政方式は標準保険料を適用した平準保険料方式とし、各記号の意味は次のとおりとす

る。 

 

【記号】 

𝑥௘ 加入年齢（期初に加入） 

𝑥௥ 定年年齢 

𝜔 最終年齢(𝜔 > 𝑥௥) 

𝑙௫ 𝑥歳の定常人口時の人数 

𝑆௫ 𝑥歳の者𝑙௫人の給付現価 

𝐺௫ 𝑥歳の者𝑙௫人の人数現価 

𝑃 被保険者 1 人あたりの保険料 

𝐹 積立金の額（保険料・給付の発生直前の積立金） 

𝑖 予定利率 

 

このとき、期初に𝑥歳の者に対する 1 年間の責任準備金の変動額、1 年間の積立金の変動額およ

び損益は、下表の区分に応じて次のとおり表すことができる。以下の空欄にあてはまる適切な算

式を解答用紙の所定欄に記入せよ。（８点） 

 

区分 
1 年間の責任準備金

の変動額 

1 年間の積立金の 

変動額 
損益 

期初現在の被保険者 

(𝑥௘ ≤ 𝑥 ≤ 𝑥௥ − 1) 
 ①   ②   ③  

将来加入予定の被保険者 ？  ④  ？ 

期初現在の受給権者 

(𝑥௥ ≤ 𝑥 ≤ 𝜔 − 1) 
 ⑤   ⑥   ⑦  

期初の積立金（保険料・給付

の発生直前の積立金）から生

ずる利息収入 

  ⑧   ⑧  
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問題１９．ある企業に Trowbridge モデルに基づく年金制度を導入する。この企業の脱退残存表（死亡

を含む）による𝑥歳の残存率𝑝௫  (𝑥௘ ≤ 𝑥 < 𝑥௥)は、𝑥について狭義単調増加であるとする。加入年齢

方式に基づく責任準備金を以下のとおり定義するとき、以下の問いに答えよ。（８点） 

① 保険料を年 1 回期初払いとするときの責任準備金：𝑉(ଵ) 

② 保険料を年 2 回期初払いとするときの責任準備金：𝑉(ଶ) 

 

【前提】 

・ 年金制度の予定利率に基づく割引率：𝑣 

・ 年金制度の予定利率に基づく𝑥歳支給開始の期初払い終身年金現価率：𝑎̈௫ 

・ この企業の𝑥歳の従業員数：𝐿௫ 

・ 加入年齢（特定年齢）：𝑥௘  

・ 定年年齢：𝑥௥  

・ 脱退（死亡を含む）は年度を通じて一様に発生する。 

・ 保険料は定額とする。 

 

（１） 脱退残存表による𝑥歳の計算基数を𝐷௫とするとき、𝐷
௫ା

భ

మ

 を𝐷௫ , 𝑝௫ , 𝑣を用いて表せ。 

（２） 𝐷ഥ௫ = 𝐷௫ + 𝐷
௫ା

భ

మ

 とするとき、年 2 回期初払いの保険料 𝑃(ଶ)ா を求めよ。 

（３） 𝑉(ଵ) ≥ 𝑉(ଶ)が成り立つことを証明せよ。 

なお、必要であれば以下の不等式が成り立つことを証明せずに使用して良い。 

自然数𝑛、正値の実数𝑎௞ , 𝑏௞  (𝑘 = 1,2, ⋯ , 𝑛) に対し、
௕ೖ

௔ೖ
 が𝑘について狭義単調増加であると

き、 

∑ 𝑏௞
௡
௞ୀଵ

∑ 𝑎௞
௡
௞ୀଵ

 <  
∑ 𝑏௞

௡
௞ୀଶ

∑ 𝑎௞
௡
௞ୀଶ

 < ⋯ <
𝑏௡

𝑎௡
 

が成立する。 
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問題２０．定常状態の Trowbridge モデルにおいて、2 つの脱退残存イメージ A および B を考える。ま

た、各記号の上付き文字 A･B は、それぞれ脱退残存イメージ A･B に係るものであることを表す。

次の問いに答えよ。（８点） 

 

𝑙௫(𝑥௘ ≦ 𝑥 ≦ 𝑥௥)について、次の関係式が成り立つとする。 

𝑙௫
஺ = 𝑙௫೐

− 𝑘஺(𝑥 − 𝑥௘) 

𝑙௫
஻ = 𝑙௫೐

− 𝑘஻(𝑥 − 𝑥௘) 

𝑘஺ > 𝑘஻ 

𝑙௫ೝ

஺ > 0 

𝑙௫ೝ

஻ > 0 

 

ただし、保険料の払い込みは年 1 回期初に行われるものとし、脱退残存イメージ A、B ともに加

入年齢は𝑥௘歳、定年年齢は𝑥௥歳とする。また、受給権者は脱退残存イメージによらず同一の生命

表に基づくものとする。ここで、各脱退残存イメージに基づく計算基数をそれぞれ𝐷௫
஺、𝐷௫

஻とす

る。 

なお、必要であれば以下の不等式が成り立つことを証明せずに使用して良い。 

自然数𝑛、正値の実数𝑎௞ , 𝑏௞  (𝑘 = 1,2, ⋯ , 𝑛) に対し、
௕ೖ

௔ೖ
 が𝑘について狭義単調減少であるとき、 

𝑏௡

𝑎௡
< ⋯ <

∑ 𝑏௞
௡
௞ୀଶ

∑ 𝑎௞
௡
௞ୀଶ

<
∑ 𝑏௞

௡
௞ୀଵ

∑ 𝑎௞
௡
௞ୀଵ

  

が成立する。 

 

（１） 𝑆௫೐

஺ および𝐺௫೐

஺ を計算基数𝐷௫
஺および𝑥歳支給開始の期初払い終身年金現価率𝑎̈௫を用いて表

せ。 

（２） 𝑥௘ ≦ 𝑥 ≦ 𝑥௥のとき、
஽ೣ

ಲ

஽ೣ
ಳが𝑥について狭義単調減少 であることを示せ。 

（３） 財政方式が加入年齢方式の場合の標準保険料率𝑃௫೐
について、𝑃௫೐

஺と𝑃௫೐

஻の大小関係を示せ。

ただし、加入年齢方式における特定年齢を𝑥௘歳とする。 

（４） 財政方式が開放基金方式の場合の保険料 𝐶ை஺ே について、 𝐶஺ை஺ே と 𝐶஻ை஺ே の大小関係を示

せ。 

 

以上 


